
　
こ
れ
ら
の
制
度
の
平
成
27
年
度
の
運
用

状
況
（
平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
）
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
（
甲
賀
市
情

報
公
開
条
例
第
29
条
（
実
施
状
況
の
公
表
）

お
よ
び
甲
賀
市
個
人
情
報
保
護
条
例
第
44
条

（
運
用
状
況
の
公
表
））。

情
報
公
開
の
実
施
状
況

◦
請
求
件
数 �

 

65
件

　
市
長
部
局��

 

62
件

　
教
育
委
員
会��

 

1
件

　
監
査
委
員��

 

2
件

◦
公
開
等
の
決
定
状
況

　
公
開�

 

16
件

　
部
分
公
開��

 

25
件

　
非
公
開��

 

1
件

　
不
存
在��

 

7
件

　
取
下
げ��

 

20
件

※�

1
件
の
請
求
で
、
複
数
の
決
定
と
な
る

こ
と
が
あ
る
た
め
、
請
求
件
数
よ
り
決

定
状
況
数
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

◦
部
分
公
開
お
よ
び
非
公
開
理
由
別
状
況

　
個
人
に
関
す
る
情
報��

 

15
件

　
法
人
等
に
関
す
る
情
報��

 

15
件

　
意
思
形
成
過
程
情
報��

 

4
件

　
市
政
運
営
情
報��

 

3
件

※�
非
公
開
情
報
が
複
数
に
及
ぶ
場
合
が
あ
る

た
め
、
部
分
公
開
お
よ
び
非
公
開
決
定
の

件
数
よ
り
も
部
分
公
開
お
よ
び
非
公
開
理

由
の
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

◦
不
服
申
立
て
の
件
数 �

 

０
件

個
人
情
報
開
示
の
実
施
状
況

◦
請
求
件
数��

�

20
件

◦
開
示
等
の
決
定
状
況

　
開
示��

�

６
件

　
部
分
開
示��

�

９
件

　
不
存
在��

�

４
件

　
取
下
げ��

�

１
件

◦
部
分
開
示
理
由
別
状
況

　
他
の
個
人
に
関
す
る
情
報��

�

７
件

　
法
人
等
に
関
す
る
情
報��

�

３
件

　
個
人
の
相
談
等
に
関
す
る
情
報��

�

２
件

※�

非
開
示
情
報
が
複
数
に
及
ぶ
場
合
が
あ
る

た
め
、
部
分
開
示
の
件
数
よ
り
も
部
分
開

示
理
由
の
件
数
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

◦
不
服
申
立
て
の
件
数��

�

０
件

公
益
通
報
制
度

　
公
益
通
報
制
度
は
、
市
の
法
令
遵
守
の

推
進
体
制
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
も

の
で
す
。

　

公
益
の
た
め
に
通
報
す
る
行
為
は
正
当

な
行
為
と
し
て
評
価
し
、
そ
の
通
報
者
に

対
し
て
不
利
益
な
取
り
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
保
護
し
て
い
く
体
制
を
築
く
こ

と
で
、
市
役
所
内
部
の
浄
化
を
図
り
、
よ

り
よ
い
市
政
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
甲
賀
市
法
令
遵
守
の
推
進
条
例
第
17
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
27
年
度
の
運
用
状
況

（
平
成
28
年
４
月
１
日
現
在
）を
公
表
し
ま
す
。

◦
公
益
通
報
件
数 �

 

０
件

◦
不
当
要
求
件
数 �

 

０
件

　
「
情
報
公
開
制
度
」
と
は
、
情
報
公
開
条
例
に
基
づ
い
て
、
甲
賀
市
が
保
有
し
て
い
る
文
書

の
公
開
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。情
報
公
開
の
手
続
き
は
次
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
個
人
情
報
保
護
制
度
」
と
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
い
て
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
に
あ
た
っ
て
守
る
べ
き
ル
ー
ル
を
定
め
、
個
人
情
報
の
開
示
な
ど
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。
個
人
情
報
の
開
示
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
お
お
む
ね
情
報
公
開
の
手
続
き
の
流

れ
と
同
じ
で
す
が
、
開
示
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
開
示
請
求
者
自
身
の
個
人
情
報
に
限
ら

れ
ま
す
（
な
お
、
請
求
に
は
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。

　
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
気
軽
に
法
務
室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①開示請求者
（誰でも請求
できます）

②請求書
　記入・提出

③主務課で
　文書検索

④開示・非開示
　の決定

⑤書面で決定
　（開示・非開示等）
　の通知

決
定
通
知

⑥開示等

　
市
で
は
、
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
情
報
公

開
制
度
」
を
、
ま
た
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
、
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
「
個
人
情
報
保
護
制
度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
・
個
人
情
報

�
保
護
制
度
に
つ
い
て

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

法
務
室　
☎
６
５‐０
６
６
４
／

６
３‐４
６
１
９

問
い
合
わ
せ

種別 対象となる方
乳幼児 0歳～未就学児《今期間中に、更新手続きは必要ありません。》

子育て応援医療 小学１年生から小学３年生《今期間中に、更新手続きは必要ありません。》
小中学生【通院医療費助成】 住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に属する小学４年生から中学３年生

重度心身障害者（児/老人）

・身体障害者手帳１～３級をお持ちの方　
・療育手帳の等級がＡ１、Ａ２に該当する方　
・身体障害者手帳３級で、かつ、療育手帳の等級がＢ１に該当の方　
・特別児童扶養手当１級支給対象児童

母子家庭・父子家庭 １８歳未満の児童を扶養している配偶者のいない方とその児童

ひとり暮らし寡婦（高齢寡婦）
かつて母子家庭の母として児童を扶養していた方で、ひとり暮らしの状態が１年以上続い
ており、今後もその状態が継続すると見込まれる方
（昭和19年4月2日以降生まれの方に限ります。）

65歳以上老人 本人、配偶者および扶養義務者のそれぞれが、住民税非課税の方
（昭和19年4月2日以降生まれの方に限ります。）

精神障害者通院医療費助成 精神障害者保健福祉手帳の１～２級をお持ちの方で自立支援医療（精神通院医療）を受
けておられる方

※「乳幼児」、「子育て応援医療」を除き、それぞれ所得制限があります。�
※�上記のほか、小中学生が入院された場合は、医療費助成の対象となります（受給券不要）。医療機関で一旦お支払い後、
市役所窓口へご請求ください。
※�新たに受給資格に該当すると思われる方はご相談
ください。� 保険年金課　後期高齢者医療係　☎６５-０６８９／ ６３-４６１８

問い合わせ

福祉医療費受給券等の
更新手続きが
郵送申請に変わります
　市では子育て支援の一環として、また、障がい者やひとり親家庭などの経済的負
担の軽減を目的として医療費助成を行っています。
　現在、有効期限が平成２８年７月３１日となっている福祉医療費受給券・助成券を
お持ちの方は、更新手続きが必要です。これまで更新手続きのためご来庁いただ
いた際、窓口が大変混雑しご迷惑をお掛けしていたため、本年度から郵送申請に変
更しました。右図のような流れで申請をお願いします。

■更新申請受付期間�
　更新案内が届いてから７月５日（火）
　詳しくは、更新案内をご覧ください。

■郵送での申請先�
　〒５２８-８５０２　甲賀市水口町水口６０５３番地
　甲賀市役所　水口庁舎　保険年金課　後期高齢者医療係

■受給資格�
　下表のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

申請は
～７月５日

まで

６月下旬頃

７月５日まで

７月下旬頃

更新案内送付

郵送申請

申請内容審査

受給券・助成券
送付

8平成 28年 6月 15日平成 28年 6月 15日9


